
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
三
月
三
日

付
け
で
公
告
し
た
令
和
二
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施
に
つ
い
て
、
郵
送
に
よ

る
受
験
申
込
書
請
求
期
間
、
郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
書
配
布
期
間
及
び
郵
送
に
よ
る
受
験
申
込
受
付
期

間
の
延
長
を
行
う
と
と
も
に
受
付
場
所
に
お
け
る
受
験
申
込
を
取
り
や
め
た
の
で
次
の
と
お
り
公
告
し

ま
す
。令

和
二
年
三
月
二
十
三
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

令
和
二
年
三
月
三
日
付
け
で
公
告
し
た
令
和
二
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施

三
の
１
の

の

の
ア
中
「
同
月
十
九
日
（
木
）
」
を
「
同
月
二
十
七
日
（
金
）
」
に
、
三
の
１
の

(一)

(1)

(一)

の

の
イ
中
「
同
月
二
十
七
日
（
金
）
」
を
「
同
年
四
月
三
日
（
金
）
」
に
、
三
の
１
の

中
「
同
月

(1)

(二)

三
十
一
日
（
火
）
」
を
「
同
年
四
月
十
三
日
（
月
）
」
に
改
め
、
三
の
３
を
削
る
。
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